
松江市告示第 251 号 

 松江市農山漁村地域活性化補助金交付要綱（平成 25 年松江市告示第 70 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

令和 3年 3 月 31 日 

松江市長  松 浦 正 敬 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定で改正後欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを加える。 

改正後 改正前 

松江市新規就農者・就漁者誘致対策事

業補助金交付要綱 

松江市農山漁村地域活性化補助金交

付要綱      

 (趣旨)  (趣旨) 

第1条 市の交付する松江市新規就農者・就漁

者誘致対策事業補助金については、松江市

補助金等交付規則(平成17年松江市規則第4

8号。以下「規則」という。)に規定するも

ののほか、この要綱の定めるところによる。

第1条 市の交付する松江市農山漁村地域活

性化補助金     については、松江市

補助金等交付規則(平成17年松江市規則第4

8号。以下「規則」という。)に規定するも

ののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象等) 

第2条 補助金の名称、補助金交付の目的、

補助金交付の対象である事業の内容、補助

対象経費、交付の率又は金額、終期及び補

助対象者の範囲は別表のとおりとし、予算

の範囲内で交付するものとする。

 (定義)  (定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 



 (1) 略   (1) 略 

(2) 新規就漁者 自営漁業者又は雇用型

漁業者であって、漁業就業開始後5年 

を経過しない者であり、引き続き漁

業を専業とする意思を有するものをい

う。

(2) 新規就漁者 漁業協同組合JFしまね

の管内支所(恵曇支所、島根町支所、美

保関支所)又は中海漁業協同組合に所属

する正組合員であって、組合員資格取得

後3年を経過しない者であり、引き続き漁

業を専業とする意思を有するものをい

う。 

(3) 集落営農組織 集落を単位として、

農業生産過程の全部又は一部について

共同で取り組む組織をいう。

 (補助の対象等) 

第3条 補助金の名称、補助金交付の目的、

補助金交付の対象である事務又は事業の

内容、補助金の交付対象経費、補助金の交

付の率又は金額、終期及び補助事業者の範

囲は、次の表のとおりとし、予算の範囲内

で交付するものとする。 

補助金の名称 松江市新規就農者・就漁者誘

致対策事業補助金 

補助金交付の

目的 

新規に就農又は就漁する者

が賃借する住居の家賃の一

部を補助することにより、農

業又は漁業の新たな担い手

の確保及び育成を図ること

を目的とする。 

補助金の交付

対象である事

務又は事業の

内容 

新規就農者又は新規就漁者

が自ら居住の用に供するた

めの住居の賃借 

補助金の交付 賃借する住居の家賃 



対象経費 

補助金の交付

の率又は金額 

月額1万円とし、交付期間は

、補助金交付決定のあった日

の属する月から起算して1年

間を限度とする。ただし、月

の途中に住宅を賃借し、又は

終了した場合は、日割りによ

り計算した額(1,000円未満

切捨て)とする。 

終期 令和4年3月31日 

補助事業者の

範囲 

次の各号のいずれにも該当

する新規就農者又は新規就

漁者とする。 

 (1) 市内で就農又は就漁

していること。 

 (2) 同様の趣旨の他の補

助金の交付を受けてい

ないこと。 

 別表(第2条関係) 

補助

金の

名称

補助金

交付の

目的 

補助金交

付の対象

である事

業の内容

補助

対象

経費

交付の率

又は金額

終期 補 助 事 業

者の範囲 

新規

就農

者・

就漁

者誘

致対

策事

業補

新規に

就農又

は就漁

する者

が賃借

する住

居の家

賃の一

新規就農

者又は新

規就漁者

が自ら居

住の用に

供するた

めの住居

の賃借 

賃借

する

住居

の家

賃 

月 額 1万

円とし、

交付期間

は、補助

金交付決

定のあっ

た月から

1 年 間 を

令 和

3年 3

月 3 1

日 

次 の 各 号

の い ず れ

に も 該 当

す る 新 規

就 農 者 又

は 新 規 就

漁 者 と す

る。 



助金部を助

成する

ことに

より、

農業又

は漁業

の新た

な担い

手の確

保及び

育成を

図るこ

とを目

的とす

る。 

限度とす

る。ただ

し、月の

途中に住

宅を賃借

し、又は

終了した

場合は、

日割りに

より計算

し た 額

(1,000円

未満切捨

て ) と す

る。 

(1) 松江

市にお

いて就

農又は

就漁し

ている

こと。

(2) 他の

補助事

業の対

象に該

当しな

い こ

と。 

地域

内兼

業に

よる

地域

活性

化事

業補

助金

集落営

農組織

等が取

り組む

農業以

外の地

域活性

化事業

に対し

支援を

行うこ

とによ

り、地

域を活

性化す

ること

集落営農

組織等が

取り組む

地域の買

物支援、

配食サー

ビス、直

売所の運

営等農業

以外の地

域活性化

事業 

集落

営農

組織

等が

行う

農業

以外

の地

域活

性化

事業

に必

要な

経費

月 額 2万

円 

令 和

3年 3

月 3 1

日 

次 の 各 号

の い ず れ

に も 該 当

す る 集 落

営 農 組 織

等とする。

(1) 3名

以 上

で 組

織 さ

れ て

い る

こと。

(2) 他の

補助事

業の対



を目的

と す

る。 

象に該

当しな

い こ

と。 

女性

活動

支援

事業

補助

金 

農山漁

村地域

の活性

化に関

する施

策に主

体的な

取組を

行う女

性グル

ープを

支援す

ること

に よ

り、農

業の女

性の担

い手確

保及び

育成並

びに農

山漁村

地域と

都市と

の交流

の促進

を目的

女性グル

ープが取

り組む農

山漁村地

域の活性

化に関す

る視察研

修会 ､講

演会 ､研

究会 ､関

係他団体

との交流

会等の実

施 

交通

費、

報償

費、

使用

料、

委託

費、

需用

費そ

の他

女性

グル

ープ

が活

動す

る際

に必

要な

経費

補助対象

経 費 の 3

分 の 2の

額(1,000

円未満切

捨 て )と

し、1事業

当たり20

万円を上

限 と す

る。 

令 和

3年 3

月 3 1

日 

次 の 各 号

の い ず れ

に も 該 当

す る 女 性

農 業 者 グ

ル ー プ と

する。 

(1) 3名

以 上

で 組

織 さ

れ て

い る

こと。

( 2 )  他

の 補

助 事

業 の

対 象

に 該

当 し

な い

こと。



と す

る。 

都市

農村

交流

連携

促進

事業

補助

金 

都市農

村交流

活動を

行う組

織が行

う事業

を支援

するこ

とによ

り、消

費地で

ある都

市部と

農山漁

村との

交流活

動の推

進を目

的とす

る。 

都市農村

交流活動

を行う組

織が企画

及び実施

する都市

農村交流

促進事業

交通

費、

報償

費、

使用

料、

委託

費、

需用

費そ

の他

都市

農村

交流

活動

の企

画実

施に

必要

な経

費 

補助対象

経 費 の 2

分 の 1の

額(1,000

円未満切

捨 て )と

し、1事業

当たり20

万円を上

限 と す

る。 

令 和

3年 3

月 3 1

日 

次 の 各 号

の い ず れ

に も 該 当

す る 都 市

農 村 交 流

活 動 を 行

う 組 織 と

する。 

( 1 )  3名

以上で

組織さ

れてい

る こ

と。 

(2) 他の

補助事

業の対

象に該

当しな

い こ

と。 

地域

資源

を活

用し

た地

域活

性化

事業

高品質

で多彩

な農林

水産物

の生産

振興と

新たな

特産品

地域特産

農林水産

物の生産

振興及び

ブランド

化並びに

新たな特

産品開発

地域

活性

化事

業に

必要

な経

費 

補助対象

経 費 の 2

分 の 1の

額(1,000

円未満切

捨 て )と

し、1事業

当たり10

令 和

3年 3

月 3 1

日 

次 の 各 号

の い ず れ

に も 該 当

す る 地 域

資 源 を 活

用し、地域

活 性 化 に

取 り 組 む



補助

金 

開発等

に積極

的に取

り組む

組織等

に対し

支援を

行うこ

とによ

り、地

域を活

性化す

ること

を目的

と す

る。 

等に取り

組む組織

が企画及

び実施す

る地域活

性化事業

0 万 円 を

上限とす

る。 

組織等 

( 1 )  3名

以上で

組織さ

れてい

る こ

と。 

(2) 他の

補助事

業の対

象に該

当しな

い こ

と。 

   附 則

この告示は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 


